
一

（
地
方
創
生
及
び
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
三

号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
国
民
の
消
費
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
、
取
引
の
適
正
化
及
び
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
し
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
の
協
力
を
確
保
し
、
も
っ

て
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
し
て
行
わ

れ
る
通
信
販
売
に
係
る
取
引
の
適
正
化
及
び
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
資
す
る
た
め
、
消
費
者
が
販
売
業
者
等
と
円
滑
に
連
絡

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
等
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
講
じ
た
措
置
の
概
要
等
を
開
示
す
る

も
の
と
す
る
。
内
閣
総
理
大
臣
は
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
が
行
う
こ
れ
ら
の
措
置
に
関
し
て
、
そ
の

適
切
か
つ
有
効
な
実
施
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
指
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
商
品
の
安
全
性
の
判
断
に
資
す
る
事
項
等
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
著
し
く
事
実
に
相
違
す
る
表
示
等



二

を
し
た
販
売
業
者
等
が
特
定
で
き
な
い
こ
と
等
の
事
由
に
よ
り
表
示
の
是
正
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
取
引

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
に
対
し
、
販
売
業
者
等
に
よ
る
当
該
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
利
用
の

停
止
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
は
、
当
該
措
置
に

よ
り
販
売
業
者
等
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
い
。

三
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
は
、
通
信
販
売
に
係
る
販
売
業
者
等
と
の
間
の
売
買
契
約
又
は

役
務
提
供
契
約
に
係
る
自
己
の
債
権
を
行
使
す
る
た
め
に
、
当
該
販
売
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
そ
の
他
の
当
該
債

権
の
行
使
に
必
要
な
販
売
業
者
等
に
関
す
る
情
報
の
確
認
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
り
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
提
供
者
に
対
し
、
そ
の
保
有
す
る
販
売
業
者
等
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
の
関
係
行
政
機
関
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
を
構
成
員
と
す
る
団
体
、
消
費

者
団
体
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
官
民
協
議
会
を
組
織
す
る
も
の
と
す
る
。

五
、
何
人
も
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
適
当
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


